
北見市カーリング支援推進協議会規約 

 
（目的） 

第１条 北見市のカーリング競技における選手育成や環境の整備などの支援を行

い、カーリング競技の振興と地域の活性化をめざし、市民挙げて応援する形を具

現化するために、北見市カーリング支援推進協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

（事業） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

⑴ 選手及びチームへの支援に関すること。 

⑵ 選手の育成に関すること。 

⑶ 事業の啓発に関すること。 

⑷ 事業にかかる諸団体との連絡調整に関すること。 

⑸ 資金の管理運営に関すること。 

⑹ その他に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、目的に賛同する個人、法人及び団体会員により組織する。 

（役員） 

第４条 協議会に、役員として会長１人、副会長若干名、理事若干名、監事２名を

置く。 

⑴ 役員は、委員の互選とする。 

⑵ 会長は、協議会を代表し、協議会を総理する。 

⑶ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

⑷ 理事は、協議会の運営上必要な事項を審議する。 

⑸ 監事は、協議会の会計を監査する。 

⑹ 協議会に、顧問を若干名置くことができる。 

 （任期） 

第５条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じた場合は、役員会の承諾を得て補充することができるものと

する。但し、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

（総会及び役員会） 

第６条 総会及び役員会は年１回開催しなければならない。ただし、必要に応じて

会長が臨時に招集することができる。また、役員会は、必要に応じて会長が招集

する。 

２ 総会は、個人、法人及び団体会員をもって構成し、次の事項を付議する。ただ

し、総会を開催するいとまがない場合には、役員会の議決をもって、総会の事項

の議決を行ったものとみなす。 

⑴ 役員の選任、解任 

⑵ 事業計画及び事業報告 

⑶ 予算及び決算 



⑷ 規約の制定及び改廃 

⑸ その他協議会の運営に必要な事項 

３ 役員会は、会長、副会長、理事をもって構成する。 

４ 役員会は、協議会の事業運営及び総会に付議すべき事項を審議するものとす

る。 

 ただし、必要に応じて特別委員会を設置して、総会に付議すべき事項について事

前に意見を求めることができる。 

５ 総会及び役員会の議長は、会長がその任にあたる。 

６ 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議

長の決するところによる。 

（事務局） 

第７条 協議会の会計及び運営に必要な事項を処理するために事務局を設ける。 

２ 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。 

３ 事務局長、事務局次長その他必要な職員は会長が委嘱する。 

４ 協議会の事務局は、北見市常呂町スポーツセンター（北見市常呂町字土佐２番

地１）に置く。  

（経費） 

第８条 協議会の目的の達成及び運営に要する経費は、次の収入をもって充てる。 

 ⑴ 会費 

  ⑵ 寄付金及び協賛金 

⑶ 補助金及び助成金 

⑷ その他 

２ 経費に関する事項は、別途基準を定める。 

 （会費） 

第９条 年会費は、次に定める額とする。 

 ⑴ 個人    １口  ２,０００円 

  ⑵ 団体・法人 １口 １０,０００円 

 （設立年月日） 

第 10 条 協議会の設立年月日は平成２３年１１月３０日とする。 

（雑則） 

第 11 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定めることができる。 

 （事業年度） 

第 12 条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

附 則 

この規約は、平成２３年１１月３０日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２４年１月２２日から施行する。 

附 則 



この規約は、平成２８年１０月１４日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和６年４月１日から施行する。 


